
 
令和６年１０月 

八雲町国民健康保険 

受 付 日 

マイナンバーカードの保険証利用の登録解除の御案内 

 

○ 利用登録の解除について 

・ 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行

うことはできなくなります。 

・ 利用登録の解除を申請した方には、資格確認書を交付します。解除後、医療

機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。 

 ※ 令和６年１２月１日までに交付された保険証をお持ちの方は、保険証に記

載の有効期限まで使用することが出来ますので、そちらをお使いください。

次回更新時からは資格確認証を送付します。（申請不要） 

 

○ 申請状況の確認方法 

・ マイナ保険証の利用登録は、申請された翌月末に解除されます。 

・ 解除の手続き完了後は、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状

況」から、利用登録が解除されたことを確認できます。 

・ 解除申請後に別の健康保険に加入された場合、加入時から利用登録の解除を

確認できるまでに通常より長い期間が必要になる場合があります。 

 

 

★ 解除申請後から解除がなされるまでの間（１～２か月程度）に、別の医療保

険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入し

ていた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格

確認書の申請を行うようにしてください。 

 

 

健康保険証の利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続きを 

行うことは可能です。 

健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ＡＴＭのほか、 

医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからも 

行うことができます。 


